
　

定
額
給
付
金
の
給
付
対
象
者
は
、
基
準

日
で
あ
る
今
年
２
月
１
日
現
在
、
次
の
要

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
す
。

�
岩
見
沢
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

れ
て
い
る
方

�
岩
見
沢
市
の
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方（
短
期
滞
在
の
在
留
資

格
で
在
留
す
る
方
、
不
法
滞
在
者
を
除

く
）

　

給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
２
千
円
。

　

た
だ
し
、
基
準
日
現
在
で
満　

歳
以
下

１８

（
平
成
２
年
２
月
２
日
以
降
に
出
生
）お
よ

び　

歳
以
上（
昭
和　

年
２
月
２
日
以
前

６５

１９

に
出
生
）の
方
は
２
万
円
。
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Ｑ　

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
へ
の
振
込
は
で
き
ま

す
か
？

Ａ　

で
き
ま
す
。
申
請
書
へ
の
記
入
の
際

は
、
一
般
の
金
融
機
関
と
記
入
す
る
欄

が
異
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
間
違
え
な

い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
独
自
の
シ
ス

テ
ム
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
振
り
込
み

に
は
、
他
の
金
融
機
関
よ
り
も
さ
ら
に
時

間
が
か
か
る
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

Ｑ　

２
月
２
日
に
引
っ
越
し
ま
し
た
が
手

続
き
は
？

Ａ　

２
月
１
日
現
在
に
住
民
登
録
を
し
て

い
た
市
区
町
村
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ　

２
月
１
日
以
降
に
世
帯
主
が
死
亡
し

た
場
合
、
給
付
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

Ａ　

同
一
世
帯
の
新
し
い
世
帯
主
が
申

請
・
受
給
者
と
な
り
、
手
続
き
を
行
え

ば
給
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
基
本
台
帳
上
の
単
身
世
帯

の
方
が
死
亡
し
た
場
合
は
給
付
さ
れ
ま

せ
ん
。

Ｑ　

世
帯
主
以
外
が
申
請
・
受
給
は
で
き

ま
す
か
？
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平成２１年２月１日現在

・当市の住民基本台帳に記録されている方
・当市の外国人登録原票に登録されている方

不法滞在、短期滞在者を除く

対　　象

１人１２,０００円
１８歳以下または６５歳以上の方は２０,０００円金　　額

世帯主（外国人の場合は各対象者）申請・受給者
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��申 請 期 間
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４
月　

日�
（
予
定
）に
各
世
帯
の
世
帯

１３

主
あ
て
に
、
定
額
給
付
金
申
請
書（
請
求

書
）を
送
付
し
ま
す
。

　

申
請
書
が
届
か
な
い
方
、
申
請
書
を
紛

失
し
て
し
ま
っ
た
方
は
、
定
額
給
付
金
担

当
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

郵
送
申
請
と
窓
口
申
請
の
２
つ
の
方
法

が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
世

帯
員
で
、
世
帯
主
の
委
任
が
あ
れ
ば
、
代

理
申
請
も
で
き
ま
す
。

�
申
請
書
に
世
帯
主
の
氏
名
、
世
帯
主
名

義
の
振
込
先
金
融
機
関
、
口
座
番
号
な

ど
を
記
入
し
、
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
主
名
義
の
口
座
を
お
持
ち
で
な
い

方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

����������������

�
�
�
�
�
�
�
	
�

Ａ　

世
帯
主
に
よ
る
申
請
が
で
き
な
い
場

合
は
、
同
一
世
帯
内
の
他
の
世
帯
員
が

申
請
す
る
こ
と
で
、
給
付
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

Ｑ　

外
国
人
の
申
請
は
世
帯
単
位
で
す

か
、
個
人
単
位
で
す
か
？

Ａ　

申
請
は
個
人
単
位
で
す
。
個
人
が
そ

れ
ぞ
れ
申
請
書
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
家
族
の
分
を
ま
と
め
て
世
帯
の

代
表
者
が
申
請
し
、
給
付
を
受
け
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

Ｑ　

給
付
金
の
受
け
取
り
を
辞
退
す
る
と

き
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
？

Ａ　

申
請
期
限
内
に
申
請
が
行
わ
な
け
れ

ば
辞
退
と
み
な
し
ま
す
の
で
、
届
け
出

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
世
帯
員
の
一
部
の
方
が
辞
退
す

る
場
合
は
、
定
額
給
付
金
担
当
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

Ｑ　

銀
行
口
座
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
給

付
金
は
受
け
取
れ
ま
す
か
？

Ａ　

金
融
機
関
に
口
座
を
持
っ
て
い
な
い

方
や
、
口
座
を
開
設
で
き
な
い
場
合
な

ど
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
方
は
、
現
金

で
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

給
付
日
は
６
月
中
旬
を
予
定
し
て
お

り
、
詳
細
は
、
給
付
決
定
通
知
書
で
通

知
し
ま
す
。
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申請書に必要事項を記入

��

�

�������
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※口座振込には時間がかかる場合があります。
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ご自宅に申請書が届いたら
����
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���������
�申請書（原本）
�身分証明書（コピー可）
�預金通帳（コピー可）
�印鑑
※窓口でもコピーできます。

���������

�押印した申請書（原本）

�身分証明書のコピー

�預金通帳のコピー

※送付前にもう一度書類を確認。
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申請書の審査・給付の決定
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�
世
帯
主
の
氏
名
が
確
認
で
き
る
書
類
の

写
し
と
給
付
金
を
振
り
込
む
世
帯
主
名

義
の
預
金
通
帳
の
写
し
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。（
申
請
に
必
要
な
書
類
参
照
）

�
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。

　

特
設
会
場
か
常
設
会
場
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

�
本
人（
世
帯
主
）を
確
認
す
る
た
め
の
書

類
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
写
し
。

�
運
転
免
許
証（
裏
面
に
記
載
が
あ
る
場

合
は
裏
面
の
写
し
も
）

�
パ
ス
ポ
ー
ト（
顔
写
真
が
あ
る
身
分
事

項
の
ペ
ー
ジ
）

�
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

�
外
国
人
登
録
証
明
書

※
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
所
持
し
て
い
な
い

方
は
、
健
康
保
険
証
、
後
期
高
齢
者
被
保

険
者
証
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
な
ど
が

使
え
ま
す
。（
い
ず
れ
か
１
点
）

�
印
鑑

�
本
人（
世
帯
主
）名
義
の
預
金
通
帳
の
写

し（
通
帳
の
口
座
名
義
人
の
名
前
が
、
カ

タ
カ
ナ
で
標
記
さ
れ
て
い
る
表
紙
の
す
ぐ

裏
面
）

　

４
月　

日�
か
ら　

月　

日�
。（
郵

１８

１０

１９

送
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
、　

月　

日�

１０

１９

の
消
印
有
効
）

　

な
お
、
申
請
期
間
内
に
申
請
が
な
か
っ

た
方
は
、
給
付
金
の
受
け
取
り
を
辞
退
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

世
帯
主
へ
の
口
座
振
込
で
す
。

　

た
だ
し
、
金
融
機
関
に
口
座
が
な
い
な

ど
、
振
り
込
み
に
よ
る
給
付
が
困
難
な
場
合

は
、
現
金
で
の
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

４
月　

日�
ま
で
に
申
請
を
受
け
付
け

２４

た
分
は
、
５
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
給
付
決

定
通
知
書
の
発
送
と
口
座
へ
の
振
り
込
み

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
４
月　

日�
以
降
に
受
け
付
け

２７

た
分
は
、
そ
の
後
、
順
次
処
理
を
進
め
、

６
月
上
旬
に
給
付
金
の
振
り
込
み
を
行
う

予
定
で
す
。

　

４
月　

日�
ま
で
に
受
け
付
け
た
口
座

２４

振
込
分
の
処
理
を
優
先
し
て
進
め
る
た

め
、
6
月
中
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
現
金
で
給
付
を
受
け
る
方
に

は
、
日
程
と
給
付
場
所
を
改
め
て
郵
便
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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４月１８日�～２４日�
午前９時～午後５時

日
時

市役所本庁３階 第１・第２会議室（鳩が丘１）
北村支所（北村赤川５９３）
栗沢支所（栗沢町東本町２１）
コミュニティプラザ２階 多目的ホール（有明町南１）
幌向ほっとかん（幌向南１－１）
北ふれあいセンター（北３西１１）
南コミュニティセンター（南町８１）
日の出コミュニティセンター（日の出台３）

会　
　
　

場

�����

４月２０日�～１０月１９日�（土・日曜日、祝日除く）
午前９時～午後５時

日
時

朝日サービスセンター（朝日町１７６）
美流渡サービスセンター（栗沢町美流渡栄町９３）
万字連絡所（栗沢町万字英町１）
奈良町連絡所（奈良町５）

会　

場

４月２７日�～１０月１９日�（土・日曜日、祝日除く）
午前９時～午後５時

日
時

市役所本庁（鳩が丘１）
北村支所（北村赤川５９３）
栗沢支所（栗沢町東本町２１）
幌向サービスセンター（幌向南１－１）
有明交流プラザサービスセンター（有明町南１）

会　

場

※混雑状況によりお待ちいただくことがあります。
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